
ソロモン水際措置の変更 
 
 
昨２８日、ソガバレ首相は７月１日から現在の水際措置を解除し国境を再開すると発表し
ました。 
なお、同日より入国許可は不要となり、入国後の隔離も撤廃されますが、入国７２時間以内
の PCR 検査（陰性結果）とワクチン接種（完了）は引き続き必要です。 
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